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 平成25年３月30日  

大津市長  越    直  美 

大津市条例第41号 

大津市市税条例の一部を改正する条例 

大津市市税条例（昭和34年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

第57条第５項中「（独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研究所法（平成11年法律第198号）

附則第９条第１項又は第11条第１項の規定により行う旧独立行政法人緑資源機構法（平成14年法律第130号）第

11条第１項第７号イの事業又は旧農用地整備公団法（昭和49年法律第43号）第19条第１項第１号イの事業を含

む。）」を削る。 

 第140条第４項中「（独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研究所法附則第９条第１項の規定

により行う旧独立行政法人緑資源機構法第11条第１項第７号イの事業を含む。）」を削る。 

附則第10条の２の見出し中「第10項」を「第９項」に改め、同条第２項中「附則第15条第10項」を「附則第

15条第９項」に改める。 

附則第21条第１項中「第14項、第18項、第19項、第21項、第23項、第25項、第26項、第28項若しくは第36

項」を「第12項、第16項、第17項、第19項、第21項、第23項、第24項、第26項若しくは第33項」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、改正後の大津市市税条例（以下「新条例」という。）の規定中固定資産

税に関する部分は、平成25年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成24年度分までの固定資産税に

ついては、なお従前の例による。 

２ 平成25年４月１日前に地方税法の一部を改正する法律（平成25年法律第３号）第１条の規定による改正後の

地方税法（昭和25年法律第226号）附則第15条の９第１項に規定する耐震基準適合住宅に係る耐震改修（当該

耐震改修に要した費用の額が30万円以上50万円以下のものに限る。）に係る契約が締結され、同日以後に当該

耐震改修が完了する場合における新条例附則第10条の３第６項の規定の適用については、同項中「書類及び」

とあるのは、「書類及び当該耐震改修に係る契約をした日を証する書類並びに」とする。 

 （都市計画税に関する経過措置） 

第３条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成25年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平

成24年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 
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